
 

 

 

居住地特例の関係条文 

 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年

法律第百二十三号) 

(介護給付費等の支給決定) 

第十九条 （略） 

２ 支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとす

る。ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明ら

かでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うも

のとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規

定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第十八条第二

項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採ら

れて障害者支援施設、のぞみの園又は第五条第一項若しくは第六項の厚生労

働省令で定める施設に入所している障害者及び生活保護法(昭和二十五年法

律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二

項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第

三項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同

法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項にお

いて「その他の適当な施設」という。)に入所している障害者(以下この項に

おいて「特定施設入所障害者」と総称する。)については、その者が障害者

支援施設、のぞみの園、第五条第一項若しくは第六項の厚生労働省令で定め

る施設又は同法第三十条第一項ただし書に規定する施設救護施設、更生施設

若しくはその他の適当な施設(以下「特定施設」という。)への入所前に有し

た居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所障害者

(以下この項において「継続入所障害者」という。)については、最初に入所

した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、支給決定を行うもの

とする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかで

なかった特定施設入所障害者については、入所前におけるその者の所在地

(継続入所障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所

在地)の市町村が、支給決定を行うものとする。 

４ 前二項の規定にかかわらず、児童福祉法第二十四条の二第一項若しくは第

二十四条の二十四第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又

は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置(同法第三
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十一条第五項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定

による措置とみなされる場合を含む。)が採られて第五条第一項の厚生労働

省令で定める施設に入所していた障害者等が、継続して、第二十九条第一項

若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、身体障

害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規

定により入所措置が採られて又は生活保護法第三十条第一項ただし書の規

定により特定施設に入所した場合は、当該障害者等が満十八歳となる日の前

日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であっ

た者」という。)が有した居住地の市町村が、支給決定を行うものとする。

ただし、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に保護者であった者がいな

いか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居

住地が明らかでない障害者等については、当該障害者等が満十八歳となる日

の前日におけるその者の所在地の市町村が支給決定を行うものとする。 

５ （略） 

 

 

（参考）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規

則(平成十八年厚生労働省令第十九号) 

(法第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める施設) 

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平

成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項に規定す

る厚生労働省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十

四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設とする。 

 

(法第五条第六項に規定する厚生労働省令で定める施設) 

第二条の三 法第五条第六項に規定する厚生労働省令で定める施設は、病院

とする。 
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介護給付費等に係る支給決定事務等について 

（事務処理要領） 

最終改正 令和３年４月 

 

 

第１ 支給決定等の実施主体 

 

Ⅰ 基本的な取扱い（法第１９条第２項、法第５１条の５第２項、第５２条第

２項、第７６条第４項） 

法における自立支援給付（障害福祉サービスに係る介護給付費等、地域相談

支援給付費等、自立支援医療費等及び補装具費）の支給決定、地域相談支援給

付決定、支給認定又は認定（以下「支給決定等」という。）は、原則として、

申請者である障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村（居住地を有しない

又は不明の場合は、現在地の市町村）が行う。ただし、自立支援医療のうち、

精神通院医療については、障害者又は障害児の保護者の居住地又は現在地の都

道府県とする。この支給決定等を行う市町村等が、自立支援給付の実施主体と

なり、費用の支弁を行うこととなる（居住地原則）。 

なお、地域生活支援事業については、いわゆる個別給付ではないことから、

法令上もこうした規定は設けられておらず、それぞれの事業の趣旨、内容、実

施方法等を踏まえて、事業の実施主体である市町村又は都道府県が判断する。 

 

Ⅱ 居住地特例（法第１９条第３項及び第４項、第５１条の５第２項、第５２

条第２項、第７６条第４項） 

１ 居住地特例の考え方 

施設等所在地の支給決定等事務及び費用負担が過大とならないよう、居住地

原則の例外として、一定の施設等の入所・入居者については、入所等する前に

居住地を有していた市町村を支給決定等及び給付の実施主体とする（居住地特

例）。居住地特例の対象となると、対象となる施設だけでなく、当該者が利用

する通所サービスや補装具費等についても、入所等する前の居住地市町村が実

施主体となる。 

対象となる施設等に継続して入所又は入居する間（他の対象施設等に移る場

合を含む。）は、居住地特例は継続し、最初に施設等に入所等する前の居住地

市町村が引き続き実施主体となる。 

 

※ 応能負担による扶養義務者の費用負担を廃止し、施設入所者については



出身世帯と別に世帯を営んでいることを前提とした利用者負担の仕組み

とすること等も踏まえ、従前の運用のように、入所等の前に属していた世

帯が他市町村に転出した場合に、当該世帯の転出に伴い実施市町村を変更

するとの取扱いはしないこととしている。 

２ 居住地特例の対象となる施設等の範囲 

（１）法律上の取扱い（法第１９条第３項・第４項、第５１条の５第２項、附

則第１８条第１項・第２項） 

法律上、以下の施設等が居住地特例の対象となる。  

① 障害者支援施設 

② のぞみの園 

③ 児童福祉施設（法第５条第１項の厚生労働省令で定める施設） 

④ 療養介護を行う病院（法第５条第６項の厚生労働省令で定める施設） 

⑤ 生活保護法第３０条第１項ただし書の施設 

⑥ 共同生活援助を行う住居（当分の間の経過措置） 

地域相談支援給付決定については、居住地特例の取扱いが準用されること

に留意すること。 

なお、障害者となる以前（１８歳になる以前）から、措置又は契約により、

児童福祉施設に入所しており、引き続き特定施設（①から⑥までの施設）に

入所する者の実施主体は、当該者が１８歳になる前日（障害児であったとき）

に当該障害児の保護者が居住地を有した市町村とする（障害者として児童福

祉施設に入所し、引き続き特定施設に入所する者の実施主体は、施設に入所

する前日に、当該障害者が居住地を有した市町村とする。）。 

 

（２）運用上の取扱い 

運用上、以下の施設等についても入居前に居住地を有した市町村（継続

して二以上の（１）及び（２）に掲げる施設等に入所等している者につい

ては、最初に入所等した施設等への入所等の前に居住地を有した市町村）

を実施主体（介護給付費等、地域相談支援給付費等、自立支援医療（育成

医療・更生医療）、補装具）とする。 

① 福祉ホーム 

② 宿泊型自立訓練 

③ 精神障害者退院支援施設 

また、精神科病院その他以下に掲げる矯正施設等（以下「精神科病院等」

という。）に入院、入所等している者又は退院、退所等して居住地特例対象

施設に入所、入居等する者についても、運用上、精神科病院等に入院・入所

等する前に居住地を有した市町村（継続して二以上の（１）及び（２）に掲

げる施設等に入所等している者については、最初に入所等した施設等への入



所等の前に居住地を有した市町村）を実施主体（介護給付費等、地域相談支

援給付費等、自立支援医療（育成医療・更生医療）、補装具）とする。なお、

刑事施設又は少年院（以下「矯正施設」という。）収容前に居住地を有して

いないか又は明らかでない者については、矯正施設収容前におけるその者の

所在地に当たる逮捕地の市町村を実施主体とする。 

① 精神科病院（精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているもの

を含む。以下同じ。） 

② 刑事施設（刑務所、少年刑務所、拘置所） 

③ 少年院 

④ 更生保護施設 

⑤ 自立更生促進センター 

⑥ 就業支援センター 

⑦ 自立準備ホーム 

 

３ 他法における住所地等特例の取扱い 

上記整理に合わせて、国民健康保険法の住所地特例（国民健康保険法第１

１６条の２）及び生活保護法の保護の実施機関の特例（生活保護法第８４条

の３）についても、２（１）に掲げる施設が住所地特例等の対象施設として

位置付けられている。 


